携帯電話利用規程
（目　的）
第１条　この規定は、社員が業務を効率的に推進するために、会社が携帯電話を社員に貸与する場合の取扱いについて定めたものである。
（利用対象者）
第２条　所属長が対象社員と利用目的を記入した申請書を会社へ提出し、会社が必要と定めた場合には、携帯電話を貸与する。
（私用電話）
第３条　やむを得ず、私用で携帯電話を利用した場合にはその料金は個人負担とする。頻繁に私用電話を繰り返す社員へは、携帯電話の使用を認めない。また、悪質あるいは意図的に携帯電話を私用に利用した場合は、懲戒の対象とする。
（破損、紛失等）
第４条　利用者の不注意によって、携帯電話を破損、または紛失した場合には、会社は利用者に対してその実績を請求することがある。
（転貸の禁止）
第５条　利用対象者は貸与した携帯電話を他の社員や第三者に使用させたり、転貸してはならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（持ち帰りの禁止）
第６条　直行直帰を除き、携帯電話を自宅に持ち帰らないこと。なお、常時携帯することが会社から指示されている場合を除く。
（施　行）
第７条　この規程は、平成○年○月○日から施行する。

